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各 位 

会 社 名 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 
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(訂正)「平成19年12月期 決算短信」の一部訂正に関するお知らせ 
 

当社は、平成20年２月14日付けで発表いたしました「平成19年12月期 決算短信」につきまして、記載内容の一部に訂正すべき事項がご

ざいましたので、以下のとおり訂正いたします。 

なお、訂正箇所は、＿＿線で表示しております。 

 

記 

 

１．平成19年12月期決算短信 

(１) 26ページ「(５)継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」 

【訂正前】 

(５）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前連結会計年度 

(自 平成18年１月１日 

 至 平成18年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年12月31日) 

───── ～～～～～～～～～～ (省略)～～～～～～～～～～～  

  

 このような中、当社は当該状況を解消すべく、財務体質強化の一環

として2008年2月14日開催の当社取締役会にて以下の第三者割当

による新株式の発行を決議いたしております。 

  

(1) 募集方法 現物出資による第三者割当 

(2) 発行株式の種類及び数 普通株式 24,308株 

(3) 発行価額        払込期日に決定 

(4) 発行価額の総額     払込期日に決定 

(5) 資本組入額       払込期日に決定 

(6) 資本組入額の総額  会社計算規則第37条第 

            １項の規定により、算 

            出される資本金等増加 

            限度額の２分の１（円 

            未満切上げ）を資本金 

            に計上し、その余を資 

            本準備金とする。 

(7) 払込期日 平成20年４月１日 

(8) 割当先及び     株式会社ハーティス  

  割当株式数          24,308株  

(9) 出資の目的たる財産の内容 株式会社グラヴィティ（韓国ソウル

特別市麻浦区上岩洞1605 番地ヌリクムスクエアビジネスタワー

15F）の普通株式 3,640,619株 価額総額 4,035,128千円 

（平成20年２月14日現在の現在価格です。） 

  ～～～～～～～～～～ (以下省略)～～～～～～～～～～  

 

 

 



【訂正後】 

(５）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前連結会計年度 

(自 平成18年１月１日 

 至 平成18年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年12月31日) 

─────  ～～～～～～～～～～  (省略)～～～～～～～～～～  

  

 このような中、当社は当該状況を解消すべく、財務体質強化の一環

として2008年2月14日開催の当社取締役会にて以下の第三者割当

による新株式の発行を決議いたしております。 

  

(1) 募集方法 現物出資による第三者割当 

(2) 発行株式の種類及び数 普通株式 24,308株 

(3) 発行価額      １株につき166,000円 

(4) 発行価額の総額   4,035,128千円 

(5) 資本組入額の総額   会社計算規則第37条第 

            １項の規定により、算 

            出される資本金等増加 

            限度額の２分の１（円 

            未満切上げ）を資本金 

            に計上し、その余を資 

            本準備金とする。 

(6) 払込期日 平成20年４月１日 

(7) 割当先及び     株式会社ハーティス  

  割当株式数     24,308株  

(8) 出資の目的たる財産の内容 株式会社グラヴィティ（韓国ソウル

特別市麻浦区上岩洞1605 番地ヌリクムスクエアビジネスタワー

15F）の普通株式 3,640,619株 価額総額 4,035,128千円 

  ～～～～～～～～～～ (以下省略)～～～～～～～～～～  

 

 

(２) 50ページ「４ 連結財務諸表 （8)連結財務諸表に関する注記事項」 
【訂正前】 

(重要な後発事象) 

前連結会計年度 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日) 

～～～～～～～～～～ (省略)～～～～～～～～～～  （第三者割当による新株式発行） 

 平成20年２月14日開催の当社取締役会において、下記のように第

三者割当による新株式の発行を決議しました。 

  (１) 募集方法 現物出資による第三者割当 

  
(２)

発行株式の 

種類及び数 
普通株式 24,308株 

  (３) 発行価額 払込期日に決定いたします。 

  
(４)

発行価額 

の総額 
払込期日に決定いたします。 

  (５) 資本組入額 払込期日に決定いたします。 

  

(６) 資本組入額の総額 会社計算規則第37条第１項の

規定により、算出される資本金

等増加限度額の２分の１（円未

満切上げ）を資本金に計上し、

その余を資本準備金とする。 



  

(７) 申込期間 平成20年３月26日から平成20

年４月１日まで 

  (８) 払込期日 平成20年4月1日 

  (９) 配当起算日 平成20年1月1日 

  
(10) 

割当先及び 

割当株式数 

株式会社ハーティス 24,308

株 

  

(11) 出資の目的たる 

財産の内容 

株式会社グラヴィティ（韓国ソ

ウル特別市麻浦区上岩洞1605

番地ヌリクムスクエアビジネス

タワー15F） 

  の普通株式  3,640,619株 

  

価格 総額  4,035,128千円 

（平成20年２月14日現在の現

在価格です。） 

  

(12) 資金の使途 現物出資を受けて株式を発行す

る予定のため該当事項はありま

せん。 

  

当該現物出資が行われた場合、株式会社グラヴィティの発行済株式総

数の52.4％び株式を取得することになり、同社が当社の子会社に該

当することとなります。 

 

【訂正後】 

(重要な後発事象) 

前連結会計年度 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日) 

～～～～～～～～～～ (省略)～～～～～～～～～～  （第三者割当による新株式発行） 

 平成20年２月14日開催の当社取締役会において、下記のように第

三者割当による新株式の発行を決議しました。 

  (１) 募集方法 現物出資による第三者割当 

  
(２)

発行株式の 

種類及び数 
普通株式 24,308株 

  (３) 発行価額 １株につき166,000円 

  
(４)

発行価額 

の総額 
4,035,128千円 

  

(５) 資本組入額の総額 会社計算規則第37条第１項の

規定により、算出される資本金

等増加限度額の２分の１（円未

満切上げ）を資本金に計上し、

その余を資本準備金とする。 

  

(６) 申込期間 平成20年３月26日から平成20

年４月１日まで 

  (７) 払込期日 平成20年4月1日 

  (８) 配当起算日 平成20年1月1日 

  
(９) 

割当先及び 

割当株式数 

株式会社ハーティス  

24,308株 

  

(10) 出資の目的たる 

財産の内容 

株式会社グラヴィティ（韓国ソ

ウル特別市麻浦区上岩洞1605

番地ヌリクムスクエアビジネス



タワー15F） 

    の普通株式  3,640,619株 

    価格 総額  4,035,128千円 

 

(11) 資金の使途 現物出資を受けて株式を発行す

る予定のため該当事項はありま

せん。 

  

当該現物出資が行われた場合、株式会社グラヴィティの発行済株式総

数の52.4％の株式を取得することになり、同社が当社の子会社に該

当することとなります。 

 

(３) 61ページ「(５)継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」 

【訂正前】 

第10期事業年度 

(自 平成18年１月１日 

 至 平成18年12月31日) 

第11期事業年度 

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年12月31日) 

───── ～～～～～～～～～～ (省略)～～～～～～～～～～  

  

 このような中、当社は当該状況を解消すべく、財務体質強化の一環

として2008年2月14日開催の当社取締役会にて以下の第三者割当に

よる新株式の発行を決議いたしております。 

  

(1) 募集方法 現物出資による第三者割当 

(2) 発行株式の種類及び数 普通株式 24,308株 

(3) 発行価額        払込期日に決定 

(4) 発行価額の総額     払込期日に決定 

(5) 資本組入額       払込期日に決定   

(6) 資本組入額の総額 

会社計算規則第37条第１項の規定により、算出される資本金等増加

限度額の２分の１（円未満切上げ）を資本金に計上し、その余を資本

準備金とする。 

(7) 払込期日       平成20年４月１日 

(8) 割当先及び     株式会社ハーティス  

  割当株式数          24,308株  

(9) 出資の目的たる財産の内容 株式会社グラヴィティ（韓国ソウル特

別市麻浦区上岩洞1605番地ヌリクムスクエアビジネスタワー15F）の

普通株式 3,640,619株 価額総額 4,035,128千円 

（平成20年２月14日現在の現在価格です。） 

  ～～～～～～～～～～ (以下省略)～～～～～～～～～～  

 

【訂正後】 

第10期事業年度 

(自 平成18年１月１日 

 至 平成18年12月31日) 

第11期事業年度 

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年12月31日) 

───── ～～～～～～～～～～ (省略)～～～～～～～～～～  

  

 このような中、当社は当該状況を解消すべく、財務体質強化の一環

として2008年2月14日開催の当社取締役会にて以下の第三者割当に

よる新株式の発行を決議いたしております。 



  

(1) 募集方法 現物出資による第三者割当 

(2) 発行株式の種類及び数 普通株式 24,308株 

(3) 発行価額        １株につき166,000円 

(4) 発行価額の総額     4,035,128千円 

(5) 資本組入額の総額 

会社計算規則第37条第１項の規定により、算出される資本金等増加

限度額の２分の１（円未満切上げ）を資本金に計上し、その余を資本

準備金とする。 

(6) 払込期日       平成20年４月１日 

(7) 割当先及び     株式会社ハーティス  

  割当株式数          24,308株  

(8) 出資の目的たる財産の内容 株式会社グラヴィティ（韓国ソウル

特別市麻浦区上岩洞1605番地ヌリクムスクエアビジネスタワー15F）

の普通株式 3,640,619株 価額総額 4,035,128千円 

  ～～～～～～～～～～ (以下省略)～～～～～～～～～～  

 

(４) 75ページ「６ 個別財務諸表 (6)個別財務諸表に関する注記事項」 

【訂正前】 

(重要な後発事象） 

第10期事業年度 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日) 

第11期事業年度 

(自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日) 

～～～～～～～～～～ (省略)～～～～～～～～～～  （第三者割当による新株式発行） 

 平成20年２月14日開催の当社取締役会において、下記のように第

三者割当による新株式の発行を決議いたしました。 

  (１) 募集方法 現物出資による第三者割当 

  
(２)

発行株式の 

種類及び数 
普通株式 24,308株 

  (３) 発行価額 払込期日に決定いたします。 

  
(４)

発行価額 

の総額 
払込期日に決定いたします。 

  (５) 資本組入額 払込期日に決定いたします。 

  

(６) 資本組入額の総額 会社計算規則第37条第１項の

規定により、算出される資本金

等増加限度額の２分の１（円未

満切上げ）を資本金に計上し、

その余を資本準備金とする。 

  

(７) 申込期間 平成20年３月26日から平成20

年４月１日まで 

  (８) 払込期日 平成20年4月1日 

  (９) 配当起算日 平成20年1月1日 

  
(10) 

割当先及び 

割当株式数 

株式会社ハーティス 24,308

株 

  

(11) 出資の目的たる 

財産の内容 

株式会社グラヴィティ（韓国ソ

ウル特別市麻浦区上岩洞1605

番地ヌリクムスクエアビジネス

タワー15F） 

    の普通株式  3,640,619株 

    価格 総額  4,035,128千円 



（平成20年２月14日現在の現

在価格です。） 

  

(12) 資金の使途 現物出資を受けて株式を発行す

る予定のため該当事項はありま

せん。 

  

当該現物出資が行われた場合、株式会社グラヴィティの発行済株式総

数の52.4％び株式を取得することになり、同社が当社の子会社に該

当することとなります。 

 

【訂正後】 

(重要な後発事象） 

第10期事業年度 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日) 

第11期事業年度 

(自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日) 

～～～～～～～～～～ (省略)～～～～～～～～～～  （第三者割当による新株式発行） 

 平成20年２月14日開催の当社取締役会において、下記のように第

三者割当による新株式の発行を決議しました。 

  (１) 募集方法 現物出資による第三者割当 

  
(２)

発行株式の種類及

び数 
普通株式 24,308株 

  (３) 発行価額 １株につき166,000円 

  
(４)

発行価額 

の総額 
4,035,128千円 

  

(５) 資本組入額の総額 会社計算規則第37条第１項の規定に

より、算出される資本金等増加限度額

の２分の１（円未満切上げ）を資本金

に計上し、その余を資本準備金とす

る。 

  

(６) 申込期間 平成20年３月26日から平成20年４

月１日まで 

  (７) 払込期日 平成20年4月1日 

  (８) 配当起算日 平成20年1月1日 

  
(９) 

割当先及び 

割当株式数 
株式会社ハーティス 24,308株 

  

(10) 出資の目的たる財

産の内容 

株式会社グラヴィティ（韓国ソウル特

別市麻浦区上岩洞1605番地ヌリクム

スクエアビジネスタワー15F） 

    の普通株式  3,640,619株 

    価格 総額  4,035,128千円 

  

(11) 資金の使途 現物出資を受けて株式を発行する予

定のため該当事項はありません。 

  

当該現物出資が行われた場合、株式会社グラヴィティの発行済株式総

数の52.4％の株式を取得することになり、同社が当社の子会社に該

当することとなります。 

 
以 上 


